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前回の再エネ実装専門家ボードにおける主なご発言 1

【その他】

• 都庁版ＶＰＰの仕組みは興味深い。伊豆諸島の洋上風力導入に向けては、大きなオフテイカーが必要

• 再エネの大量導入には、プラグインソーラーやＡｉｒソーラー等の小規模なリソースを増やすべき

【行動変容】

• 家庭部門の行動変容のポイントは、いかに個人を巻き込んでいくかに尽きる。都の発信力をいかして個人の理解、

行動変容を促していくと良い。ダイナミックプライシングでの行動変容が効果的

• ディマンドリスポンスの収益性の低さは課題。事業者と消費者の双方にとってインセンティブが弱い。技術的な

側面はもちろん課題だが、データ構築やインセンティブの充実が必要

【エネルギーマネジメントについて】

• エネルギーマネジメントの「マネジメント」は、①計画・管理レベルと②運用レベルの２層構造。運用レベルでは、

建物のエネマネは担い手が明確であり、建物へのＰＶ導入支援、ヒートポンプ給湯器等の導入の後押しが効果的

• スマートメーターデータは社会的便益をもたらすため、都として何ができるかは継続的に議論すべき



令和７年度第３回再エネ実装専門家ボードでの議論について 2

• 再エネが拡大する中で、再エネ設備の導入に伴う安全面や防災面、景観や環境へ

の影響等について地域の懸念の高まり

• 2035年再エネ電力利用割合60％以上を目指す都においては、持続可能で安定的な

再エネ導入拡大に向けて、地域と共生し、地域に裨益する再エネを推進するとと

もに、東京と地方との共存共栄を図る必要

• 都内において大きなポテンシャルを有する浮体式洋上風力の導入については、再

エネの利用拡大だけでなく、島しょ地域の振興や防災力向上などにも寄与する観

点からも重要

課題認識



【地球温暖化対策計画（令和７年２月策定）】（抜粋）

✓ 再生可能エネルギーの最大限の導入
S＋3E（安全、安定供給、経済効率性、環境適合）を大前提に、電力部門の脱炭素化に向け、再生
可能エネルギーの主力電源化を徹底し、関係省庁や地方公共団体が 連携して施策を強化することで、
地域との共生と国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促す。

✓ ＜地域との共生等＞ 
FIT制度の導入を契機とした再生可能エネルギーの急速な導入拡大に伴い、様々な事業者の参入が拡
大した結果、安全面、防災面、景観、生物多様性の観点を含めた環境への影響、将来の廃棄等に対
する地域の懸念が高まっている。また、太陽光パネルについては、2030年代後半以降に排出量が顕
著に増加すると想定され、計画的な対応が必要となる。再生可能エネルギーが長期にわたり安定的
に発電する電源として、地域や社会に受け入れられるよう、地域の理解の促進や適正な事業規律の
確保に取り組むことが重要である。

再生可能エネルギーと地域との共生（地球温暖化対策計画） 3

⚫ 再生可能エネルギーについては、様々な事業者の参入が拡大した結果、安全面、防災面、景観、生
物多様性の観点を含めた環境への影響等に対する地域の懸念が高まっており、今後の導入拡大にあ
たっては、地域との共生が図られることが極めて重要

⚫ 地球温暖化対策計画においても、「地域の理解の促進や適正な事業規律の確保に取り組むこと」の
重要性を指摘



国・自治体の取組 4

第75回再エネ量導入・次世代電力NW小委員会
（令和７年９月８日）資料より抜粋

⚫ 国においては、関係法令により、安全性の確保や自然環境・景観の保全等の公益との調整を実施

⚫ 自治体においても、地域と共生した再エネ導入を求める条例の制定が増加

⚫ 国の審議会において、再エネの地域との共生の確保に向けて議論が開始



(参考) 国の取組 5

第74回再エネ量導入・
次世代電力NW小委員会
（令和７年６月３日）
資料より抜粋



太陽光発電事業の更なる地域共生・規律強化に向けた関係省庁連絡会議の設置
について           令和７年９月24日 経済産業省 環境省

１．設置趣旨
再エネの導入拡大・脱炭素政策の推進に当たっては、地域との共生が図られ

ることが大前提である。
太陽光発電事業については、既存の法体系の中で、土地造成及び電気設備の

安全性確保、生活環境及び自然環境・景観の保全、適正な土地利用の確保など、
様々な公益との調整を行う各種関係法令の適用を受けており、これまでも、関
係法令において、それぞれの状況に応じ必要な規制の適用や見直し等が行われ
ている。また、再エネ導入の支援法である再生可能エネルギー電気の利用の促
進に関する特別措置法においても、その支援を受けるに当たっての認定要件と
して、事前説明会の実施や関係法令の遵守を厳格に求めるなど、必要な事業規
律強化を行っている。加えて、適正な再エネ発電事業の実施に対する地域の懸
念に対応するため、各自治体においても、各地域の実情に応じ、地域と共生し
た形での再エネ導入を求める条例の制定が相次いでいる。 
こうした取組を実施してきている中においても、依然として、FIT/FIP制度

の支援によらない太陽光発電事業も含め、地域共生上の懸念が生じている事例
がみられる。再エネの導入拡大・脱炭素政策を進める上でも、地域共生上の懸
念に対して適切に対応していくことが求められている。
このため、太陽光発電事業における地域との共生をより一層確保するべく、

新エネルギー政策を所管する資源エネルギー庁、環境政策を所管する環境省、
そして、太陽光発電事業の実施に当たって様々な公益との調整を行う各種の関
係法令を所管する関係省庁との間で、緊密な連携を図り、脱炭素政策に必要な
対応を検討するため、｢太陽光発電事業の更なる地域共生・規律強化に向けた関
係省庁連絡会議｣（以下｢連絡会議｣という。）を設置する。

（参考）国の取組

第一回（令和７年９月24日）【議事要旨】

• 環境省より、釧路地域のメガソーラー
問題についての現状や課題、環境省の
関係法令について説明の上、同問題に
関し、各種法令についてそれぞれ必要
な対策がとられているかの精査・検討
や今後に向けた必要な対応の検討につ
いて依頼がなされた。

• 釧路地域のメガソーラー問題について、
文化庁より、文化財保護法に基づく対
応状況について、林野庁より、森林法
に基づく対応状況について、それぞれ
報告された。

• 資源エネルギー庁・環境省より、全国 
の太陽光発電事業に関する地域共生上
の課題、各自治体における再エネ規制
条例の策定状況、 再エネ特措法におけ
る規律強化の取組など全国の太陽光発
電の地域共生に向けた取組の状況等 に
ついて説明の上、各省庁に対し、関係
法令における規律強化など必要な対応
の検討について依頼がなされた。

（出典）環境省HP資料を環境局加工
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デンマークの地域共生促進制度

✓ 資産価値の損失制度
地域住民は、再エネ設備によって引き起こされた財

産の価値損失について、再エネ設備の所有者から補償
を受けることが可能

✓ 取得オプションスキーム
近隣不動産の評価額の損失が1%を超える場合、再エ

ネ設備の所有者に買取義務

✓ ボーナス制度
近隣住民に発電量に基づくボーナスを受け取る権利

✓ グリーン基金制度
再エネ設備の所有者は、設備設置自治体が管理し、

地域のために活用する基金を造成

再エネ設備の地域共生を促す制度 7

⚫ 環境省では、地域の合意形成が図られるなど地域共生型再エネ設備に対する支援を実施

⚫ デンマークでは、再エネ設備の開発に対する地域住民の受け入れを促進することを目的に、資産価値
の補償や毎年の金銭の支払い、自治体への基金造成といった制度を運用

地域共生型再エネと環境省の取組

地球温暖化対策推進法に基づく促進区域
内事業

➢ 環境省補助事業での加点や優先採択
の実施 

地域脱炭素化促進事業計画の認定事業

➢ FIT・FIP制度の入札保証金免除

➢ 陸上風力、バイオマス、中小水力、
地熱発電で地域活用要件を満たす場
合、FIT制度の対象

➢ ふるさと融資（地域総合整備資金貸
付）での高い融資比率・限度額、雇
用要件の特例適用



再エネ電源
都外調達事業
（都外PPA)

⚫  都内での再生可能エネルギー電力の利用拡大を目指す観点から、PPA等のスキームを用いた都内外で
の再エネ発電設備等の設置を支援

※再エネ発電設備と蓄電池を同時に設置した場合の助成率及び上限額

都外に再エネ発電設備及び蓄電
池を設置し、都内に供給する
PPA事業や自己託送に対し補助

再エネ電源
先行拡大事業

再エネ発電設備を設置し、発電
された電力を都内電力需要家に
供給する事業に対し補助

・設備設置地域への環境配慮及び関係構築を行うこと ・ FIT又はFIPの認定を受けないこと 等要件（共通）

（事業スキーム例）
都外調達事業 先行拡大事業

事業 対象 種別 助成率 上限額

都外調達
事業

民間
事業者

再エネ
発電設備

２／３※

(再エネ電気供給)
１／２※

(環境価値供給) ３億円※

蓄電池 ２／３

先行拡大
事業

小売電気
事業者

再エネ
発電設備

１／２
（再エネ電気供給）

２億円

地域と共生した再エネ電力の利用促進に向けた取組①
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⚫ 設備設置地域への環境配慮及び関係構築等の補助要件を設け、地域と共生した再エネ導入を推進

⚫ 耕作放棄地の再生や地元高校と連携した教育プログラムの提供といった実績

再エネ電源都外調達事業(都外PPA)/再エネ電源先行拡大事業

【助成要件】

環境
配慮

• 発電設備種別に応じた事業計画策定ガイドライン（資源エ
ネルギー庁策定）の遵守

関係
構築

• 設置地域自治体と非常時における設備利活用に係る協定締
結（原則）

• 設置場所周辺住民等に対する事前説明

い
ず
れ
か
を
満
た
す

設置地域の事業者又は住民からの出資又は融資

設置地域事業者による設備の施工又は維持管理

設置地域事業者による再エネ電気の需給管理

設置地域の自治体等への再エネ電気等の供給

設置地域の小売電気事業者への再エネ電気の供給

その他再エネ設置地域との関係構築

地域と共生した再エネ電力の利用促進に向けた取組① 9

✓ 自治体と連携した耕作放

棄地の再生（ソーラー

シェアリング）

✓ 地元高校と連携した教育

プログラムの提供

年度 交付決定件数 規模(kW)

Ｒ６
６ 9,778

３ 436

Ｒ５
３ 2,994

５ 4,945

Ｒ４
１ 346

ー ー

(都外ＰＰＡのみ)

(都外ＰＰＡのみ)

【補助実績】

【実績例】 先行拡大事業

先行拡大事業都外調達事業(都外ＰＰＡ)

（写真）(同)小田原かなごてファーム 開成あじさいの里



地域と共生した再エネ電力の利用促進に向けた取組②

再エネ電力利用拡大に向けた条件整理

⚫ 都内再エネ電力の利用割合の向上のためには、オフサイトＰＰＡや再エネ電力契約の拡大が必要だが、
それらの再エネ電力についても、地域共生の考えが重要であり、その条件整理を実施

⚫ 再エネ利用を推進する機関が、需要家と電力供給事業者とが幅広く取引できる環境の必要性を提言

（参考）需要家が適切に再エネ電力を選択できる環境整備

① 再エネ電力利用方法等の概要及びメ
リット・デメリット等

② 契約締結方法や事前確認事項、条件

③ 普及拡大すべき再エネ電力に求められ
る条件や総合的な評価手法

④ 営農型太陽光発電の課題と推奨すべき
条件等

⑤ 都有施設におけるオフサイトＰＰＡ導
入に関する課題整理・検討
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3. PPAの締結を促すため、発電事業者
と需要家の間の障壁を取り除き、契
約のプロセスを簡略化する。

▶ 需要家が幅広く電力供給事業者と
取引できる環境を整備し、PPA の
利用しやすさを向上させる。

マッチングプラットフォーム構築
再エネを調達したい需要家と再エネを売電

し たい発電事業者が参加可能なマッチングプ 
ラットフォームを構築する
 （特定の事業者の利益とならないよう 公平
なプラットフォームを導入すべき） 

再エネ電力の利用推進を図る各機関から環境整備に係る提言がなされている。

(出典)ＪＰＥＡ及びＲＥ１００のそれぞれの公表資料を環境局加工

https://www.jpea.gr.jp/feature/jp_pc/report_r4/
https://www.there100.org/japan-policy-recommendations


(参考）都と地方の「共存共栄」の実現

⚫ 都においては、長期計画である「2050東京戦略」で「全国各地と共に支え合い発展する『共存共栄』
を実現」することを掲げ、地方とともに多様な地域課題を解決し、日本全体の持続的な発展の実現に
向け、取組を推進

11



再エネ海域利用法に基づく区域指定・事業者公募の流れ 12

（出典）

資源エネルギー庁風力政策室

都道府県説明会資料から抜粋

⚫ 国は、一般海域における洋上風力事業に係る海域占用の統一ルールとして、「再エネ海域利用法（海洋

再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律）」を2019年4月に施行

⚫ 国が洋上風力発電事業の促進区域を指定し、事業実施者を公募により選定

⚫ 区域ごとに地元漁業等関係者、国・自治体による協議会を設置し、先行利用者との調整を実施



洋上風力発電所の運転開始までに実施すべき調査等 13

（出典）

洋上風力発電に係るセントラ

ル方式の運用方針から抜粋・

加工

風車

陸上変電所 陸揚げ点

既存の送配電系統

変電所

伊豆諸島海域 本土

各島

島内へ電力供給

海底ケーブル等を想定

【風況調査・海底構造調査】

【送電ケーブルの敷設】



【2050東京戦略（令和７年３月策定）】（抜粋）

✓ 伊豆諸島海域における浮体式洋上風力のギガ
ワット級ファームの実装を推進

【ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボン
ハーフ（令和７年３月策定）】（抜粋）

✓ 伊豆諸島の海域において、浮体式洋上風力発電
のギガワット級ファームの導入を目指します。

✓ 伊豆諸島の海域のポテンシャルを最大限活用し、
島しょ地域のゼロエミッション化の実現にも貢
献します。

都における浮体式洋上風力の現状 14

⚫ 令和５年度第２回東京都再エネ実装専門家ボードにおいて、伊豆諸島の海域は好風況であり、洋上風
力発電等のポテンシャルがある旨、意見をいただいた。

⚫ 令和６年度末に策定した「2050東京戦略」及び「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」
において、洋上風力発電導入量１ＧＷ以上を2035年目標として設定

⚫ 令和７年６月、国により伊豆諸島の5町村（大島町、新島村、神津島村、三宅村、八丈町）が再エネ
海域利用法に基づく準備区域に整理

【凡例】

●促進区域
●有望区域
●準備区域

再エネ海域利用法に基づく、区域等の指定・整理状況

出典：再エネ海域利用法に基づく区域指定・
 事業者公募の流れ及び案件形成状況
（経済産業省）（令和７年度10月３
 日時点） ※一部５



浮体式洋上風力に取り組む背景・意義 15

⚫ 伊豆諸島の領海は約２万k㎡（日本の７％）であることに加え、全国トップクラスの風況（年平均
9.0m/s超）のため、洋上風力の大きなポテンシャルを保有

⚫ 伊豆諸島の全ての島は内燃力発電により電力を確保しているため、燃料価格の変動が島の生活・経済
に影響を与えるとともに、災害時に島への燃料供給が停止し、長期間停電することが懸念

⚫ 浮体式洋上風力の導入は、気候変動への対応だけでなく、化石燃料に依存しない電力供給の安定化と
レジリエンス向上に寄与

⚫ さらに、風車の関連部品数は3万点以上と多く、また、風車以外にも、港湾基盤の強化、維持管理、
観光、産業・雇用の創出など幅広い経済波及効果が期待

出典：NeoWins「洋上風況マップ」を基に作成
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⚫ 浮体式洋上風力の導入に当たっては、自然環境や生態系、景観等への配慮に加え、漁業や観光、船舶
の航行等海域の先行利用者との共生が必要

⚫ 地元住民の理解促進に向けた取組、漁業操業の実態調査や鳥類等の生息状況等の調査を実施

[住民説明会の様子] [生物基礎調査の様子]

[子ども向け環境学習イベントの様子]

主な取組 内容

洋上風力に関する
地域研究・検討会
議

各町村ごとに、役場や漁業関係者等の先行利用者を構成員
として、洋上風力の概要や影響の説明、設置可能エリアに
関する議論を実施

住民説明会
各島にて、検討会での検討状況の報告及びVR機器を用いた
映像の紹介等の情報提供を実施

生物基礎調査
鳥類、コウモリ類、鯨類について、島内及び島近海におけ
る基礎情報を把握することを目的に１年間（4季及び渡り鳥
の季節(渡り季)）を通じて調査を実施

漁業実態調査
漁業影響調査を行うための基礎調査として、設置可能エリ
アにおける漁業操業実態について近隣県等も含めた調査を
実施

連載広報
洋上風力に関する疑問や不安の解消を目的として、全戸配
布による年4回の連載広報を実施

子ども向け
環境学習イベント

島の将来を担う子どもたちを対象に、洋上風力を中心とし
た環境学習イベントを実施
令和7年度実績：計12日間実施、延べ1,194人（大人含む）
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⚫ 再エネ海域利用法に基づく協議会においては、洋上風力発電事業を通じた地域や漁業の将来像につい
ても議論。選定事業者は、地元と一緒に将来像の実現に向けて取り組むことが求められる。

⚫ 再エネ海域利用法の改正により、EEZへの設置許可制度が創設され、浮体式の導入を加速

⚫ 令和７年８月に改訂した洋上風力産業ビジョン（第２次）において、政府は次の目標を設定
✓ 2040年までに15GW以上の浮体式洋上風力の案件を形成
✓ 2029年度中を目途に大規模浮体式洋上風力の案件を形成
✓ 2040年までの国内調達比率を60％以上から65％以上に上乗せ

⚫ 一部区域での事業者撤退を受け、公募制度の見直しを検討中。年内を目途に方向性を整理

（出典）
令和５年度第２回東京都再エネ実装専門家ボード 資源エネルギー庁資料を環境局加工

⚫「有望な区域」では、再エネ海域利用法に基づく協議会(法定協議会)を開催。 
国、都道府県、地元市町村、関係漁業者、有識者等が選定事業者に求める事
項を議論。 
➢協議会における合意事項は「協議会意見とりまとめ」として文書化し、
協議会の構成員（事業者選定後 は選定事業者を含む）は、協議の結果を
尊重しなければならない（法第９条第６項）。

⚫最近の協議会では、洋上風力発電事業を通じた地域や漁業の将来像について
も議論。 
選定事業者は、地元と一緒になって、その実現に向けて取り組むことが求め
られる。



（参考）
洋上風力産業ビ
ジョン（第2次）
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エネルギーを大量消費し、その供給を地方（オフサイト）に依存する
東京の地域特性を踏まえ、次の点についてご議論いただきたい

① 地域と共生する再エネ電力の導入を拡大し、東京と地域との共存共
栄を図っていく上で都が取り組むべき施策

② 浮体式洋上風力のポテンシャルやメリット、導入への課題を踏まえ、
伊豆諸島への早期の実装推進に向け、都が取り組むべき施策
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